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今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

４月10日（金）まで

４月１５日（水）まで

4月中の市町村条例で
定める日まで

４月３０日（木）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和８年３月分）

②　給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出

③　固定資産税（都市計画税）第1期分の納付
④　軽自動車税の納付

⑤　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和８年２月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

⑥　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和８年1月期）
２カ月延長法人（令和７年1２月期）
⑦　消費税確定申告（１カ月ごと）（２月期）
⑧　消費税確定申告（３カ月ごと）（２月、５月、８月、１１月期）
⑨　法人の中間申告（半期・８月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑩　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（２月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　3カ月ごと（５月、８月、１１月期）

⑪　公共法人等の道府県税および市町村民税均等割の申告納付
⑫　公益法人等（法人税申告書提出法人を除く）の損益計算書等の提出
（令和７年１２月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税の額を含む。

②　4月1日の現況で関係市町村長へ提出。

⑤～⑫　法人の事業年度（課税期間）の終了日は
各月末日とする。

⑦、⑧　消費税課税期間の短縮特例は適用後２
年間継続が要件である。

⑫　公益法人等が年間収入8,000万円超の場合
（措法68の6、措令39の37）。

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
会
計
基

準
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会　
　
計

金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
公
開
草
案

の
コ
メ
ン
ト
対
応
、検
討
開
始

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会　
　
計

去
る
３
月
11
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
７
２
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
会
計

基
準
の
開
発

監
査
・
保
証
実
務
委
員
会
報
告
74

号
「
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
開

示
に
つ
い
て
」（
以
下
、「
報
告
74
号
」

と
い
う
）
の
会
計
に
関
す
る
定
め
の

内
容
を
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
移
管
す

る
に
あ
た
っ
て
、
第
５
６
６
回
親
委

員
会（
２
０
２
６
年
２
月
１
日
号（
№

１
７
６
６
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
て
、
会
計
基
準
の
本
文
に
記

載
す
る
内
容
と
会
計
基
準
の
結
論
の

背
景
に
記
載
す
る
内
容
に
切
り
分
け

て
審
議
さ
れ
た
。

そ
の
際
、
報
告
74
号
に
は
会
計
基

準
レ
ベ
ル
と
適
用
指
針
レ
ベ
ル
の
両

方
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、

会
計
基
準
と
適
用
指
針
の
セ
ッ
ト
で

基
準
開
発
を
行
う
べ
き
と
の
意
見
が

聞
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
事
務
局
よ
り
次

の
会
計
基
準
開
発
の
方
向
性
が
示
さ

れ
た
。

⑴　
基
準
の
構
成
は
、
会
計
基
準
と

適
用
指
針
に
区
分
し
て
両
方
を
開

発
す
る
。

⑵　
会
計
基
準
等
に
は
、
①
継
続
企
業

の
前
提
に
関
す
る
評
価
と
②
開
示

の
２
つ
に
分
け
て
定
め
を
設
け
る
。

⑶　
監
基
報
570
「
継
続
企
業
」
２
項

の
「
企
業
の
清
算
若
し
く
は
事
業

停
止
の
意
図
が
あ
る
か
、
又
は
そ

れ
以
外
に
現
実
的
な
代
替
案
が
な

い
場
合
」
と
い
う
継
続
企
業
の
前

提
に
関
す
る
判
断
基
準
を
会
計
基

準
に
取
り
込
む
。

⑷　
「
継
続
企
業
の
前
提
に
重
要
な
疑

義
を
生
じ
さ
せ
る
事
象
ま
た
は
状

況
」
お
よ
び
「
対
応
策
の
検
討
」

の
内
容
を
「
そ
れ
以
外
に
現
実
的

な
代
替
案
が
な
い
場
合
」
に
関
す

る
検
討
事
項
と
位
置
づ
け
る
。

ま
た
、
こ
の
方
向
性
に
基
づ
い
た

会
計
基
準
お
よ
び
適
用
指
針
の
文
案

が
示
さ
れ
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、賛
意
が
聞
か
れ
た
。

去
る
３
月
９
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
２
５
１
回
金
融
商
品

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

２
０
２
５
年
10
月
に
公
表
さ
れ
た

金
融
資
産
の
減
損
に
関
す
る
企
業
会

計
基
準
公
開
草
案
89
号
「
金
融
商
品

に
関
す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等
に

つ
い
て
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
を
も

と
に
審
議
が
行
わ
れ
た
。

ま
た
、
同
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
３

月
11
日
開
催
の
第
５
７
２
回
親
委
員

会
で
も
審
議
さ
れ
た
。

主
な
審
議
内
容
は
次
の
と
お
り
。

今
後
の
審
議
の
進
め
方

事
務
局
か
ら
、
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ

ン
ト
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
コ
メ
ン
ト
対
応
表
に
お
い
て

検
討
を
行
い
、
個
別
に
検
討
を
行
う

べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
審
議
資
料
を

作
成
し
て
検
討
を
行
う
と
す
る
案
が

示
さ
れ
た
。

な
お
、
現
時
点
で
個
別
に
検
討
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
識
別
さ
れ

て
い
る
論
点
は
次
の
と
お
り
。
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約
20
年
ぶ
り
に
資
格
試
験
を
受
け

ま
し
た
。
ブ
リ
ー
フ
セ
ラ
ピ
ス
ト
・

ベ
ー
シ
ッ
ク
と
い
う
国
際
ブ
リ
ー
フ
セ

ラ
ピ
ー
協
会
の
協
会
認
定
資
格
で
す
。

ブ
リ
ー
フ
セ
ラ
ピ
ー
を
わ
か
り
や
す

く
説
明
す
る
と
、「
問
題
の
犯
人
探
し

に
徒
に
時
間
を
費
や
す
の
で
は
な
く
、

解
決
の
た
め
だ
け
に
全
リ
ソ
ー
ス
を
投

下
し
、
短
期
間
で
最
大
の
効
果
を
生

み
出
す
た
め
の
合
理
的
な
心
理
療
法
」

と
い
え
ま
す
。
他
業
界
の
友
人
た
ち

に
受
験
の
こ
と
を
話
し
た
ら
、「
心
理

療
法
の
1
つ
だ
っ
た
ら
、
仕
事
の
延
長

線
上
で
し
ょ
？　

楽
勝
じ
ゃ
な
い
の
」

と
気
軽
に
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
が
、

そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

筆
者
は
研
究
者
で
は
な
く
生
粋
の
実

務
家
な
の
で
、
一
か
ら
理
論
を
学
ぶ

と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
。

実
際
に
学
ん
で
み
る
と
、
や
は
り
難
し

か
っ
た
で
す
。
技
法
だ
け
覚
え
て
も
し

か
た
な
い
の
で
、
そ
の
背
景
や
歴
史
を

知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、

全
体
像
や
理
屈
を
き
ち
ん
と
理
解
す

る
の
に
相
当
苦
労
し
ま
し
た
。

ま
た
、
学
び
始
め
た
当
初
は
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
が
下
手
に
な
っ
た
よ
う
な

感
覚
を
覚
え
ま
し
た
。
ブ
リ
ー
フ
セ
ラ

ピ
ー
の
型
を
覚
え
よ
う
と
し
て
試
行
錯

誤
し
た
結
果
、
お
そ
ら
く
今
ま
で
の
自

分
の
型
が
崩
れ
て
混
乱
し
て
し
ま
っ
た

の
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
何
と
な
く

う
ま
く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
て
い
た
管

理
職
が
、
本
格
的
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

勉
強
を
し
た
ら
、
理
論
ど
お
り
や
っ
て

み
よ
う
と
力
み
が
出
て
、
一
時
的
に
う

ま
く
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
き
な
く
な
っ
て

し
ま
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
久
し
ぶ
り
に
受
験

生
を
経
験
し
た
わ
け
で
す
。
11
月
か

ら
動
画
教
材
や
書
籍
で
勉
強
を
始
め
、

12
月
に
養
成
講
座
を
受
講
し
、
1
月

に
筆
記
試
験
を
受
験
し
、
2
月
に
実

技
・
面
接
試
験
を
受
験
し
ま
し
た
。

そ
の
間
お
よ
そ
１
０
０
日
間
。
こ
の
歳

に
な
っ
て
１
０
０
日
間
も
勉
強
で
き
る

と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ち
ょ

う
ど
世
の
中
の
受
験
生
が
追
い
込
み

の
時
期
だ
っ
た
の
で
、
図
書
館
で
周
り

が
頑
張
っ
て
い
る
様
子
を
み
て
奮
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
今

ま
で
書
籍
や
勉
強
会
で
学
ん
で
き
た
こ

と
、
自
身
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
し
て
の

経
験
な
ど
が
つ
な
が
っ
て
い
く
感
覚
に

ワ
ク
ワ
ク
し
た
こ
と
も
勉
強
を
継
続
で

き
た
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

20
年
ぶ
り
の
受
験
生
を
経
験
す
る

こ
と
で
、
筆
者
の
生
活
に
さ
ま
ざ
ま
な

変
化
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
親
友
の
息

子
の
高
校
3
年
生
に
ポ
モ
ド
ー
ロ
・
テ

ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
も
の
を
教
え
て
も
ら

い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
25
分
間
の
集

中
作
業
と
5
分
間
の
小
休
憩
を
繰
り

返
す
時
間
管
理
術
で
す
。
Ｙｏｕ
Ｔｕ

ｂ
ｅ
に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
そ
の
ツ
ー

ル
を
使
っ
て
、
集
中
力
が
格
段
に
上
が

り
ま
し
た
。
ま
た
、
生
成
Ａ
Ｉ
の
Ｇｅ

ｍ
ｉｎ
ｉ
を
今
ま
で
は
検
索
代
わ
り
に

し
か
使
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

筆
記
試
験
の
問
題
を
作
っ
て
も
ら
っ
た

り
、
実
技
試
験
の
模
擬
問
題
を
作
っ
て

も
ら
っ
た
り
し
て
、
初
め
て
効
果
的
に

Ｇｅｍ
ｉｎ
ｉ
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
他
に
は
、
昇

進
試
験
な
ど
を
受
け
る
友
人
を
心
か

ら
応
援
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

受
験
生
に
な
る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
変
化
が
起
こ
っ
た
こ
と
は
思
わ
ぬ

収
穫
で
し
た
。
何
か
に
挑
戦
す
る
こ

と
は
、
そ
の
過
程
で
そ
れ
ま
で
出
会
わ

な
か
っ
た
人
に
出
会
い
、出
合
わ
な
か
っ

た
も
の
に
出
合
う
も
の
だ
と
知
り
、
世

界
が
広
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
今
回

の
受
験
と
い
う
挑
戦
に
よ
っ
て
、
確
実

に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
知
識
と
技
術
が

向
上
し
ま
し
た
し
、
自
信
も
深
ま
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
頑
張
っ
た
自
分
自

身
を
認
め
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
気
持
ち

も
高
ま
り
ま
し
た
。
ブ
リ
ー
フ
セ
ラ

ピ
ー
に
お
い
て
は
、
で
き
て
い
な
い
こ

と
よ
り
も
で
き
て
い
る
こ
と
に
着
目
す

る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
の
で
す
が
、

実
生
活
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
視
点

が
増
え
た
こ
と
も
受
験
勉
強
の
恩
恵

だ
と
思
い
ま
す
。
あ
と
は
、
合
格
し

て
い
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

１
０
０
日
間
受
験
体
験
記

メ
ン
タ
ル
ク
リ
エ
イ
ト 

江
口　

毅

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

⑴　
簡
素
化
さ
れ
た
予
想
信
用
損
失

の
算
定
方
法
の
適
用
単
位
（
例
：

親
会
社
と
子
会
社
で
の
統
一
の
要

否
）

⑵　
簡
素
化
さ
れ
た
予
想
信
用
損
失

の
算
定
方
法
に
お
け
る
信
用
リ
ス

ク
の
著
し
い
増
大
の
判
定
（
例
：

反
証
方
法
の
明
確
化
、
内
部
信
用

格
付
が
改
善
し
た
場
合
の
取
扱
い
）

専
門
委
員
お
よ
び
親
委
員
会
か
ら

は
、
賛
同
す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

寄
せ
ら
れ
た
主
な
コ
メ
ン
ト
と

そ
れ
ら
に
対
す
る
対
応

コ
メ
ン
ト
対
応
表
に
て
、
現
時
点

で
事
務
局
の
分
析
が
完
了
し
て
い
る

コ
メ
ン
ト
対
応
案
が
次
の
よ
う
に
示

さ
れ
、
審
議
が
行
わ
れ
た
。

①　
「
ス
テ
ッ
プ
１
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
米

国
基
準
の
い
ず
れ
の
モ
デ
ル
を
開

発
の
基
礎
と
す
る
か
の
選
択
）
に

お
い
て
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
の
モ

デ
ル
を
開
発
の
基
礎
と
す
る
こ
と

と
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
予
想
信

用
損
失
適
用
指
針
案
の
結
論
の
背

景
に
も
う
少
し
説
明
を
」
と
の
コ

メ
ン
ト
に
対
し
て
、
説
明
を
追
加

す
る
対
応
案
が
示
さ
れ
た
。

②　
「
金
融
保
証
契
約
の
定
義
に
関
し

て
、
現
行
の
金
融
商
品
実
務
指
針

226
項
で
金
融
保
証
契
約
と
し
て
い

る
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
が
、

公
開
草
案
で
は
除
か
れ
て
お
り
、

整
合
し
て
い
な
い
の
で
は
」
と
の

意
見
に
対
し
て
、
金
融
商
品
実
務

指
針
226
項
を
公
開
草
案
に
整
合
さ

せ
る
修
正
案
が
示
さ
れ
た
。

③　
「
金
融
機
関
の
債
権
管
理
実
務
と

し
て
定
着
し
て
い
る
実
抜
計
画
先
、

合
実
計
画
先
、
基
準
金
利
確
保
先

へ
の
債
権
が
『
信
用
減
損
金
融
資

産
』
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
明
確

に
し
て
ほ
し
い
」
と
の
コ
メ
ン
ト
に

対
し
て
「
企
業
が
行
っ
た
内
部
信

用
格
付
の
結
果
、
そ
の
他
要
注
意

先
に
区
分
さ
れ
る
債
務
者
に
対
す

る
債
権
に
つ
い
て
は
、
通
常
、
信

用
減
損
金
融
資
産
に
該
当
し
な
い
」

と
説
明
す
る
対
応
案
が
示
さ
れ
た
。

④　
「
簡
素
化
さ
れ
た
判
定
方
法
に
お

け
る
正
常
先
の
３
区
分
に
つ
い
て
、

詳
細
を
定
義
し
て
ほ
し
い
」
と
の

コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
、
優
良
格
付

に
該
当
す
る
内
部
信
用
格
付
の
み

が
存
在
し
中
間
格
付
お
よ
び
要
判

定
格
付
に
該
当
す
る
内
部
信
用
格

付
が
存
在
し
な
い
場
合
の
記
述
を

追
加
す
る
修
正
案
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
②
に
つ
い

て
、
ど
ち
ら
に
整
合
さ
せ
る
か
の
要

否
も
含
め
て
表
現
を
見
直
す
べ
き
」

と
の
意
見
が
聞
か
れ
た
。

親
委
員
会
か
ら
は
、
特
段
の
異
論

は
聞
か
れ
な
か
っ
た
。
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Ｇ
Ｈ
Ｇ
排
出
の
開
示
に
対
す
る
改
正
気

候
関
連
開
示
基
準
、公
表
議
決
─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会　
　
計

原
油
急
騰
で
遠
の
く
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
利
下
げ

金　
　
融

対前年同期増加率の推移（金融業、保険業を除く） （単位：％、億円）◆売上高（金融業、保険業を除く）
製造業、非製造業ともに増収
売上高は、400兆6,499億円で、対前年同期増加率（以下、「増加
率」という）は0.7％となりました。
業種別にみると、製造業は1.0％、非製造業は0.5％となりました。
◆経常利益（金融業、保険業を除く）　
製造業、非製造業ともに増益
経常利益は、30兆270億円で、増加率は4.7％となりました。
業種別にみると、製造業は0.9％、非製造業は7.1％となりました。
◆設備投資（金融業、保険業を除く）　
製造業、非製造業ともに増加
設備投資額は、15兆3,865億円で、増加率は6.5％となりました。
業種別にみると、製造業は0.0％、非製造業は10.1％となりました。
なお、ソフトウェア投資額を除いた設備投資額は13兆6,422億円で、
増加率は7.3％となりました。

 ー令和７年10～12月期調査

回答法人数 　23,233社 （19,092社）
回 答 率 　 71.9％     （72.3％）
（　）書きは金融業、保険業を除いた数値です。

財務省法人企業統計調査 　この調査は、統計法に基づく基幹統計として資本金１千万円以上の営利法人等を対象
に、企業活動の短期的動向を把握することを目的として、四半期ごとの仮決算計数を調査
しているものです。
　以下は、令和8年3月3日に発表した令和７年10～12月期の調査結果の概要です。

「法人企業統計調査」は、統計法に基づく基幹統計に指定されており、調査の対象となった
法人様には調査票を提出する義務がございますので、必ず提出期限までに財務省（財務局・
財務事務所）への提出をお願いします。
なお、次回令和８年１～３月期の調査票の提出期限は令和８年５月11日、結果の公表は
令和８年６月１日の予定です。

売上高
　全産業
　　製造業
　　非製造業
経常利益
　全産業
　　製造業
　　非製造業
設備投資
　全産業

　　製造業

　　非製造業

（注）設備投資の（　）書きは、ソフトウェア投資額を除いたベース。

区　分  6.10-12  7.1-3  4-6 7-9 10-12
（実　額）
4,006,499
1,211,952
2,794,546
（実　額）
300,270
113,165
187,105
（実　額）
153,865
(136,422)
52,458
(47,457)
101,408
(88,966)

0.5
0.2
0.6

19.7
23.4
17.6

2.9
(2.9)
1.4
(2.0)
3.9
(3.4)

0.8
1.3
0.6

0.2
▲11.5
6.6

7.6
(5.2)
16.4
(17.0)
3.0

(▲1.1)

4.3
5.7
3.8

3.8
▲2.4
7.0

6.4
(6.9)
4.2
(3.0)
7.6
(8.9)

2.5
2.2
2.7

13.5
26.7
6.4

▲0.2
(3.1)
0.8
(0.4)
▲0.8
(4.7)

0.7
1.0
0.5

4.7
0.9
7.1

6.5
(7.3)
0.0
(0.3)
10.1
(11.5)

去
る
３
月
10
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

65
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
６
年
３
月
20
日

号
（
№
１
７
７
１
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ

Ｂ
公
開
草
案
「
温
室
効
果
ガ
ス
排
出

の
開
示
に
対
す
る
修
正
―
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
修
正
案
」
に
対
応
す
る
気

候
関
連
開
示
基
準
の
改
正
に
つ
い
て

審
議
が
行
わ
れ
、
次
の
基
準
の
改
正

案
が
、
出
席
委
員
全
員
の
賛
成
で
公

表
議
決
さ
れ
た
。

・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
ユ
ニ

バ
ー
サ
ル
基
準
の
改
正
案
「
サ
ス

テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
の
適
用

（
案
）」

・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
テ
ー
マ

別
基
準
１
号
の
改
正
案
「
一
般
開

示
基
準
（
案
）」

・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
テ
ー
マ

別
基
準
２
号
の
改
正
案
「
気
候
関

連
開
示
基
準
（
案
）」

３
月
中
に
も
公
表
さ
れ
る
模
様
。

中
東
情
勢
の
緊
張
を
背
景
に
、
原

油
価
格
が
急
騰
し
た
。
北
海
ブ
レ
ン

ト
原
油
は
３
月
９
日
に
一
時
１
バ
レ

ル
＝
１
１
９
ド
ル
台
ま
で
上
昇
し

た
。
背
景
に
は
イ
ラ
ン
情
勢
を
め

ぐ
る
軍
事
的
緊
張
の
高
ま
り
が
あ

る
。
ホ
ル
ム
ズ
海
峡
を
通
過
す
る
原

油
量
は
世
界
供
給
量
の
約
２
割
を
占

め
る
と
さ
れ
、
同
海
峡
の
封
鎖
リ
ス

ク
が
意
識
さ
れ
た
こ
と
が
直
接
の
引

き
金
と
な
っ
た
。
翌
10
日
に
は
緩
和

観
測
か
ら
92
ド
ル
台
ま
で
急
反
落
し

た
が
、
こ
の
乱
高
下
こ
そ
が
市
場
の

本
質
的
な
問
い
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

た
。
こ
の
点
が
重
要
な
の
は
、
原
油

価
格
が
単
な
る
商
品
市
況
の
問
題
で

は
な
く
、
米
連
邦
準
備
制
度
理
事
会

（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
政
策
の
自
由
度
を
直

接
左
右
す
る
か
ら
で
あ
る
。

米
国
で
は
消
費
者
物
価
指
数
（
Ｃ

Ｐ
Ｉ
）
の
前
年
比
上
昇
率
は
２
％
台

半
ば
ま
で
低
下
し
て
き
た
。
し
か
し

政
策
金
利
の
誘
導
目
標
は
な
お
３
％

台
後
半
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ン
フ

レ
は
ピ
ー
ク
を
越
え
た
も
の
の
、
大

き
く
緩
和
で
き
る
ほ
ど
物
価
が
安
定

し
た
と
は
い
え
な
い
局
面
だ
。
そ
こ

へ
原
油
高
が
加
わ
れ
ば
輸
送
費
や
電

力
料
金
を
通
じ
て
企
業
コ
ス
ト
を
押

し
上
げ
、
消
費
者
物
価
に
波
及
す
る

こ
と
に
な
る
。
加
え
て
ト
ラ
ン
プ
政

権
の
関
税
政
策
が
コ
ア
財
価
格
に
す

で
に
上
昇
圧
力
を
か
け
て
お
り
、
イ

ン
フ
レ
と
の
戦
い
は
な
お
道
半
ば
だ
。

直
近
ま
で
、
市
場
で
は
最
初
の
利

下
げ
は
６
月
会
合
に
な
る
と
の
見
方

が
有
力
視
さ
れ
て
き
た
。
フ
ェ
デ
ラ

ル
フ
ァ
ン
ド
先
物
や
主
要
民
間
予
測

で
も
、
一
時
期
、
６
月
利
下
げ
開
始

を
メ
イ
ン
シ
ナ
リ
オ
と
す
る
コ
ン
セ

ン
サ
ス
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、

今
回
の
イ
ラ
ン
情
勢
に
よ
る
環
境
変

化
を
鑑
み
れ
ば
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
近
い
将

来
に
利
下
げ
へ
転
じ
る
環
境
に
は
な

い
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
、

Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
デ
ー
タ
重
視
の
姿
勢
を
一

貫
し
て
示
し
て
お
り
、
物
価
の
高
止

ま
り
が
続
く
限
り
、
現
行
水
準
の
政

策
金
利
の
維
持
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

市
場
が
神
経
質
に
な
っ
て
い
る
の

は
原
油
価
格
の
水
準
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
そ
れ
が
物
価
と
金
利
の
関
係

を
再
び
塗
り
替
え
る
か
ど
う
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
中
東
情
勢
次
第
で
は

原
油
が
再
騰
す
る
局
面
も
あ
り
得

る
。
利
下
げ
開
始
の
時
期
は
さ
ら
に

遠
の
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
Ｆ

Ｒ
Ｂ
の
政
策
運
営
の
難
し
さ
は
一
段

と
増
し
て
い
る
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2026年
3月4日

第8回適時調査　代表
取締役との対話と監
査の実効性

日本監査役
協会

監査役等が抱える課題について、各社がどのように代表取締役との対話を深化して監査
に反映させているか、その実態を把握するために調査を実施し、その結果を公表したも
の。監査役等と代表取締役との主な対話テーマとしては、M&Aや撤退等を含めた中長期
経営戦略等が69％、人材確保や育成等の人的資本等が68％と、中長期的な視点からみた
重要課題について対話が行われており、94％の会社が監査の実効性を高めるうえで役
立っていると感じているとのこと。また、監査役等の提言等が代表取締役の業務執行や意
思決定にも反映・影響されており、両者ともに対話を行うことで相互理解を深めている。
その他、本音を引き出すための工夫やテーマ選定上の工夫など、監査役等が知りたい情報
が掲載されており、参考になる。
https://www.kansa.or.jp/support/library/post-14666/　

世
界
同
時
株
安
は
終
わ
っ
た
か
？

証　
　
券

ア
メ
リ
カ
・
イ
ス
ラ
エ
ル
が
敵
対

す
る
イ
ラ
ン
に
猛
攻
撃
を
開
始
し
て

約
10
日
が
経
過
し
た
。
ト
ラ
ン
プ
米

大
統
領
は
、
イ
ラ
ン
の
戦
力
の
喪
失

を
主
張
す
る
が
、
最
高
指
導
者
を
殺

害
さ
れ
た
イ
ラ
ン
は
反
撃
を
継
続
し

て
お
り
、
新
指
導
者
の
も
と
で
、
一

段
と
戦
闘
意
欲
を
高
め
て
い
る
よ
う

に
さ
え
思
わ
れ
る
。
ト
ラ
ン
プ
氏
の

発
言
も
次
第
に
長
期
化
を
覚
悟
す
る

ト
ー
ン
が
強
ま
っ
て
き
た
。
戦
争
勃

発
で
世
界
の
株
式
市
場
が
シ
ョ
ッ
ク

を
受
け
、同
時
暴
落
と
な
っ
た
の
は
、

石
油
産
出
大
国
イ
ラ
ン
の
石
油
産
業

の
活
動
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
場
合
の
世

界
経
済
へ
の
巨
大
な
ダ
メ
ー
ジ
が
懸

念
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

戦
争
が
始
ま
っ
た
日
、
世
界
同
時

株
安
も
ス
タ
ー
ト
し
た
。
そ
の
後
は

戦
闘
の
広
が
り
、
イ
ラ
ン
石
油
産
業

の
打
撃
情
報
を
反
映
し
な
が
ら
、
連

続
安
、
若
干
の
戻
り
を
経
験
し
た
。

そ
し
て
、
世
界
的
に
イ
ラ
ン
情
勢
へ

の
悲
観
的
な
見
方
が
強
ま
っ
た
と
思

わ
れ
る
３
月
９
日
、
同
時
株
安
は
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
し
た
。
特
に
下

げ
幅
が
大
き
か
っ
た
韓
国
、
日
本
、

台
湾
の
３
カ
国
は
年
初
か
ら
株
価
上

昇
が
顕
著
で
あ
り
、
大
幅
な
下
げ
は

強
ま
っ
て
い
た
高
値
警
戒
感
が
表
面

化
し
た
も
の
と
い
え
た
。

と
こ
ろ
が
、
同
時
株
安
の
翌
日
、

世
界
の
株
価
は
一
転
し
て
大
幅
な
戻

り
（
日
本
株
は
50
％
強
の
戻
り
）
を

達
成
し
た
。
こ
れ
は
市
場
の
環
境
が

好
転
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
株
価
の

リ
ズ
ム
が
下
げ
か
ら
反
転
し
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。と
は
い
え
、

こ
の
戻
り
に
よ
っ
て
株
式
市
場
で
は

株
価
は
ど
こ
ま
で
下
が
る
の
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
不
安
感
が
解
消
し
た
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
世
界
的
に
株

式
市
場
で
高
ま
っ
て
き
て
い
た
投
資

意
欲
が
決
し
て
萎
え
て
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
世
界
の
株

価
、
日
本
の
株
価
は
ど
う
動
く
の
だ

ろ
う
か
。
今
回
の
よ
う
な
大
幅
な
株

価
下
落
を
経
験
し
た
後
は
、
株
価
は

立
ち
直
っ
て
も
す
ぐ
に
上
昇
一
直
線

と
は
い
か
な
い
。
今
後
１
カ
月
く
ら

い
は
揺
れ
動
く
投
資
家
心
理
を
反
映

し
て
、
株
価
は
一
進
一
退
を
繰
り
返

す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
か
ら
も
投
資
家
心
理
に
最
も
影

響
す
る
の
は
、
こ
の
戦
争
の
行
方
で

あ
る
。
株
価
の
一
進
一
退
が
続
く
と

み
る
の
は
、
戦
争
が
短
期
間
で
終
わ

る
と
み
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

資本剰余金の処分による配当の会計処理

株主が資本剰余金の区分におけるその他資本剰余金
の処分による配当を受けた場合、配当の対象となる有価
証券が売買目的有価証券である場合を除き、原則として
配当受領額を配当の対象である有価証券の帳簿価額か
ら減額する。売買目的有価証券である場合は、受取配当
金（売買目的有価証券運用損益）として計上する。

ただし、配当受領額を収益として計上することが明ら
かに合理的である場合には、受取配当金に計上できるも
のとする。例として、①配当の対象となる時価のある有価
証券を時価まで減損処理した期における配当、②投資先
企業を結合当事企業とした企業再編が行われた場合に
おいて、結合後企業からの配当に相当する留保利益が当
該企業再編直前に投資先企業に存在し、当該留保利益
を原資とするものと認められる配当、③優先株式であっ
て、償還が約定されており、償還が確実に見込まれる場
合の優先株式に係る配当、が挙げられる。

従業員へのポイント割当等に関する会計処理

企業は、従業員に割り当てられたポイントに応じた株
式数に、信託が自社の株式を取得したときの株価を乗じ
た金額を基礎として、費用およびこれに対応する引当金
を計上する。信託による自社の株式の取得が複数回にわ
たって行われる場合には、従業員に割り当てられたポイ
ントに関する費用およびこれに対応する引当金は、平均
法または先入先出法により算定する。

信託から従業員に株式が交付される場合、企業はポイ
ントの割当時に計上した引当金を取り崩す。引当金の取
崩額は、信託が自社の株式を取得したときの株価に交付
された株式数を乗じて算定する。

信託への資金拠出時の株価を基礎とする方法とする
根拠には、一般的に労働サービスの価値を従業員の業
績により直接測定することは困難であり、各期における
従業員の業績と当該期間の株価の連動性は明らかでな
いこと、企業による追加負担の可能性をスキームごとに
客観的に判断することが容易ではないこと、などがある。


